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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　拡張現実に基づく画像認識のためのサーバ端末により実行される方法であって、
　拡張現実クライアント端末によってアップロードされたユーザの情報を収集するステッ
プであって、前記ユーザの情報が前記ユーザの位置および挙動ログを含む、ステップと、
　事前設定のピクチャ特徴サンプルのライブラリから前記ユーザの情報に関連したピクチ
ャ特徴サンプルを選出するステップであって、前記ピクチャ特徴サンプルは位置に関連付
けられる、ステップと、
　前記選出されたピクチャ特徴サンプルに基づき前記ユーザの情報に対応するピクチャ特
徴サンプルのサブライブラリを生成するステップであって、前記サブライブラリは、前記
拡張現実クライアント端末が、走査された画像情報に対してオフライン環境において画像
認識を遂行するためのものであり、該生成するステップが、
　　前記拡張現実クライアント端末によってアップロードされた前記ユーザの前記位置と
、前記ピクチャ特徴サンプルのライブラリにおける前記ピクチャ特徴サンプルに関連した
前記位置の間の距離を計算するステップと、
　　収集された前記ユーザの挙動ログに基づき、前記ユーザの挙動の選好を判定するステ
ップと、
　　前記ピクチャ特徴サンプルのライブラリから、事前設定の閾値未満の前記距離を有し
、かつ前記ユーザの前記挙動の選好を満たすピクチャ特徴サンプルを選出するステップと
　　を含む、生成するステップと、
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　前記拡張現実クライアント端末に前記ピクチャ特徴サンプルのサブライブラリを送信す
るステップとを含む、方法。
【請求項２】
　前記方法が、
　　サードパーティのサーバ端末に記憶されたピクチャサンプル、および前記ピクチャサ
ンプルに関連した位置を収集するステップ、および/または、
　　オンラインサービスデータからのピクチャサンプル、および前記ピクチャサンプルに
関連した位置を収集するステップと、
　　前記収集されたピクチャサンプルからピクチャ特徴サンプルを抽出するステップと、
　　前記抽出されたピクチャ特徴サンプルおよび前記ピクチャサンプルに関連した前記位
置に基づき前記ピクチャ特徴サンプルのライブラリをローカルで生成するステップとをさ
らに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　オペレータによって前記ピクチャ特徴サンプルのライブラリにおける前記ピクチャ特徴
サンプルのために構成されたプレゼンテーションデータおよび前記プレゼンテーションデ
ータのために構成されたプレゼンテーション効果を取得するステップと、
　前記取得されたプレゼンテーションデータおよびプレゼンテーション効果を、前記ピク
チャ特徴サンプルのライブラリにおける前記ピクチャ特徴サンプルに関連づけて記憶する
ステップと、
　前記オペレータの更新操作に応答して前記プレゼンテーションデータおよび前記プレゼ
ンテーション効果を動的に更新するステップとをさらに含む、請求項2に記載の方法。
【請求項４】
　前記拡張現実クライアント端末によってアップロードされた、前記走査された画像情報
を受け取るステップと、
　前記生成されたピクチャ特徴サンプルのサブライブラリに基づき、前記画像情報に対し
て画像認識を遂行するステップとをさらに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項５】
　前記画像情報から、前記ピクチャ特徴サンプルのサブライブラリにおけるいずれかのピ
クチャ特徴サンプルに対応するオフラインターゲットが認識されたとき、前記ピクチャ特
徴サンプルに関連したプレゼンテーションデータおよび前記プレゼンテーションデータに
関連したプレゼンテーション効果を前記拡張現実クライアント端末に送信するステップで
あって、前記拡張現実クライアント端末は、拡張現実シーンにおける前記オフラインター
ゲットに対応する位置に、前記プレゼンテーションデータを、前記プレゼンテーション効
果に基づいて拡張されたやり方で表示する、ステップをさらに含む、請求項1または4に記
載の方法。
【請求項６】
　拡張現実に基づく画像認識のためのサーバ端末であって、
　拡張現実クライアント端末によってアップロードされたユーザの情報を収集するように
構成された収集モジュールであって、前記ユーザの情報が前記ユーザの位置および挙動ロ
グを含む、収集モジュールと、
　事前設定のピクチャ特徴サンプルのライブラリから前記ユーザの情報に関連したピクチ
ャ特徴サンプルを選出するように構成されたスクリーニングモジュールであって、前記ピ
クチャ特徴サンプルは位置に関連付けられる、スクリーニングモジュールと、
　前記選出されたピクチャ特徴サンプルに基づき前記ユーザの情報に対応するピクチャ特
徴サンプルのサブライブラリを生成するように構成されたモジュールであって、前記サブ
ライブラリは、前記拡張現実クライアント端末が、走査された画像情報に対してオフライ
ン環境において画像認識を遂行するためのものであり、
　　前記拡張現実クライアント端末によってアップロードされた前記ユーザの前記位置と
、前記ピクチャ特徴サンプルのライブラリにおける前記ピクチャ特徴サンプルに関連した
前記位置の間の距離を計算することと、
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　　収集された前記ユーザの挙動ログに基づき、前記ユーザの挙動の選好を判定すること
と、
　　前記ピクチャ特徴サンプルのライブラリから、事前設定の閾値未満の前記距離を有し
、かつ前記ユーザの前記挙動の選好を満たすピクチャ特徴サンプルを選出することを行う
ようにさらに構成されている、前記サブライブラリを生成するためのモジュールと、
　前記拡張現実クライアント端末に前記ピクチャ特徴サンプルのサブライブラリを送信す
るように構成されたモジュールと
を備える、サーバ端末。
【請求項７】
　サードパーティのサーバ端末に記憶されたピクチャサンプルおよび前記ピクチャサンプ
ルに関連した位置を収集すること、および/または、オンラインサービスデータからのピ
クチャサンプルおよび前記ピクチャサンプルに関連した位置を収集することを行うように
構成された収集モジュールと、
　前記収集されたピクチャサンプルからピクチャ特徴サンプルを抽出すること、および、
前記抽出されたピクチャ特徴サンプルおよび前記ピクチャサンプルに関連した前記位置に
基づき前記ピクチャ特徴サンプルのライブラリをローカルで生成することを行うように構
成された生成モジュールと
をさらに備える、請求項6に記載のサーバ端末。
【請求項８】
　オペレータによって前記ピクチャ特徴サンプルのライブラリにおける前記ピクチャ特徴
サンプルのために構成されたプレゼンテーションデータおよび前記プレゼンテーションデ
ータのために構成されたプレゼンテーション効果を取得するように構成された取得モジュ
ールと、
　前記取得されたプレゼンテーションデータおよびプレゼンテーション効果を、前記ピク
チャ特徴サンプルのライブラリにおける前記ピクチャ特徴サンプルに関連づけて記憶する
こと、および、前記オペレータの更新操作に応答して前記プレゼンテーションデータおよ
び前記プレゼンテーション効果を動的に更新することを行うに構成された記憶モジュール
と
をさらに備える、請求項7に記載のサーバ端末。
【請求項９】
　前記拡張現実クライアント端末によってアップロードされた、前記走査された画像情報
を受け取ること、および、前記生成されたピクチャ特徴サンプルのサブライブラリに基づ
き、前記画像情報に対して画像認識を遂行することを行うように構成された認識モジュー
ルをさらに備える、請求項6に記載のサーバ端末。
【請求項１０】
　前記サブライブラリを送信するように構成されたジュールが、
　前記画像情報から、前記ピクチャ特徴サンプルのサブライブラリにおけるいずれかのピ
クチャ特徴サンプルに対応するオフラインターゲットが認識されたとき、前記ピクチャ特
徴サンプルに関連したプレゼンテーションデータおよび前記プレゼンテーションデータに
関連したプレゼンテーション効果を前記拡張現実クライアント端末に送信するように構成
され、前記拡張現実クライアント端末が、拡張現実シーンにおける前記オフラインターゲ
ットに対応する位置に、前記プレゼンテーションデータを、前記プレゼンテーション効果
に基づいて拡張されたやり方で表示する、請求項6または9に記載のサーバ端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
優先権主張
　本出願は、2017年1月11日に出願された中国特許出願第201710018395.1号および2018年1
月8日に出願された米国特許出願第15/864,572号の優先権を主張するものであり、それら
の全体の内容が参照によってここに組み込まれる。
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【０００２】
　本出願は拡張現実の分野に関し、詳細には拡張現実に基づく画像認識方法および装置に
関するものである。
【背景技術】
【０００３】
　拡張現実(AR)技術は、画像の位置および角度をリアルタイムで計算することにより、対
応する写真、映像、および3Dモデルを画像に重ねて仮想世界と現実世界を融合させる技術
である。ARクライアント端末は、ARクライアント端末にローカルに記憶されたピクチャ認
識材料を使用することによりユーザのオフライン環境の画像をリアルタイムで認識し、対
応するプレゼンテーションデータを、あらかじめ構成されたプレゼンテーション効果に従
って、実際のシナリオで認識された特定のオフラインターゲットの位置に拡張されたやり
方で表示する。しかしながら、AR技術が継続的に発展してARシーンがますます豊富になる
ので、ARクライアント端末の演算量も日ごとに増加する。大量の演算によって電力が急速
に消費され、ARクライアント端末が異常に加熱する。したがって、ARクライアント端末の
演算量を低減することは、この産業界における至急解決すべき課題の1つである。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本出願が提供する拡張現実に基づく画像認識方法は、拡張現実サーバ端末に適用される
ものであり、
　拡張現実クライアント端末によってアップロードされたユーザ情報を収集するステップ
と、
　事前設定のピクチャ特徴サンプル(Picture Feature Sample)のライブラリからユーザ情
報に関連したピクチャ特徴サンプルを選出するステップと、
　選出されたピクチャ特徴サンプルに基づき、ユーザ情報に対応するピクチャ特徴サンプ
ルのサブライブラリを生成して、拡張現実クライアント端末にプッシュし、これにより、
拡張現実クライアント端末が、ユーザのオフライン環境における画像走査中に、走査され
た画像情報に対して、ピクチャ特徴サンプルのサブライブラリに基づき画像認識を遂行す
るステップとを含む。
【０００５】
　本出願がさらに提供する、拡張現実に基づく画像認識装置は、拡張現実サーバ端末に適
用されるものであり、
　拡張現実クライアント端末によってアップロードされたユーザ情報を収集するように構
成された収集モジュールと、
　事前設定のピクチャ特徴サンプルのライブラリからユーザ情報に関連したピクチャ特徴
サンプルを選出するように構成されたスクリーニングモジュールであって、ピクチャ特徴
サンプルのライブラリがピクチャ特徴サンプルとユーザ情報の間の対応関係を含む、スク
リーニングモジュールと、
　選出されたピクチャ特徴サンプルに基づきユーザ情報に対応するピクチャ特徴サンプル
のサブライブラリを生成して、拡張現実クライアント端末にプッシュし、これにより、拡
張現実クライアント端末が、ユーザのオフライン環境における画像走査中に、走査された
画像情報に対して、ピクチャ特徴サンプルのサブライブラリに基づき画像認識を遂行する
ように構成されたプッシュモジュールとを含む。
【０００６】
　本出願では、拡張現実サーバ端末は、拡張現実クライアント端末によってアップロード
されたユーザ情報を収集し、事前設定のピクチャ特徴サンプルのライブラリからユーザ情
報に関連したピクチャ特徴サンプルを選出し、選出されたピクチャ特徴サンプルに基づき
、ユーザ情報に対応するピクチャ特徴サンプルのサブライブラリを生成して、拡張現実ク
ライアント端末にプッシュし、これにより、拡張現実クライアント端末が、ユーザのオフ
ライン環境における画像走査中に、走査された画像情報に対して、ピクチャ特徴サンプル
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のサブライブラリに基づき画像認識を遂行する。拡張現実サーバ端末がユーザ情報に基づ
いてピクチャ特徴サンプルのライブラリをスクリーニングするので、拡張現実クライアン
ト端末に対して拡張現実サーバ端末によってプッシュされるピクチャ認識材料の数、およ
び拡張現実クライアント端末が画像認識を遂行するときに使用されるピクチャ認識材料の
数が、かなり減少され得、したがって拡張現実クライアント端末の演算量が低減され、拡
張現実クライアント端末の画像認識効率が改善する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本出願の一実施形態による、拡張現実に基づく画像認識方法の処理の流れ図であ
る。
【図２】本出願の一実施形態によるARサーバ端末の構成図である。
【図３】本出願の一実施形態による、拡張現実に基づく画像認識装置の論理ブロック図で
ある。
【図４】本出願の一実施形態による、拡張現実に基づく画像認識装置を担持する拡張現実
サーバ端末に包含されているハードウェアの構造図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　従来の技術では、ユーザのオフライン環境において画像を走査するプロセスにおいて、
ARクライアント端末は、通常、走査された画像情報に対して、あらかじめ構成されたピク
チャ認識材料のライブラリを使用してリアルタイムで画像認識を遂行し得る。ピクチャ認
識材料のライブラリは、オフラインターゲットの多数のピクチャサンプルから抽出された
ピクチャ特徴サンプル(Picture Feature Sample)を含む。ユーザのオフライン環境から画
像情報が走査された後に、ARクライアント端末は、ARエンジンに担持されている画像認識
アルゴリズムを使用して、画像情報からピクチャ特徴を抽出し、次いで、抽出されたピク
チャ特徴とピクチャ認識材料のライブラリにおけるピクチャ特徴サンプルの間の類似度を
一つずつ計算して、走査された画像情報におけるオフラインターゲットを認識し得る。AR
クライアント端末は、画像認識が完了した後に、認識されたオフラインターゲットの位置
を実際のシナリオにおいてさらに計算し、次いで、あらかじめ構成されたプレゼンテーシ
ョン効果に従って、対応するプレゼンテーションデータを拡張されたやり方で表示する。
【０００９】
　現在、ARクライアント端末が画像認識の実行中に必要とするピクチャ認識材料のライブ
ラリ、プレゼンテーションデータ、および対応するプレゼンテーション効果(たとえばア
ニメーション効果)は、一般的にはARサービスプラットフォームの中にあらかじめ構成さ
れており、プレゼンテーションデータは、ピクチャ認識材料のライブラリにおけるそれぞ
れのオフラインターゲット用にあらかじめ構成されており、関連付けられたやり方で提示
されなければならない。ARクライアント端末は、画像走査を開始する前に、ARサービスプ
ラットフォームから、あらかじめ構成されたピクチャ認識材料のライブラリならびに対応
するプレゼンテーションデータおよびプレゼンテーション効果をそっくりダウンロードし
てローカルに保存する必要がある。
【００１０】
　しかしながら、実際の用途では、ピクチャ認識材料のライブラリにあまりにも多くの材
料があると、一方ではARクライアント端末のデータ記憶圧力が増すことになり、他方では
、ARクライアント端末の画像認識中の演算量がかなり多くなり、したがって、ARクライア
ント端末の、急速な電力消費、異常加熱、および画像認識効率低下といった問題の原因と
なる。
【００１１】
　このような事情に鑑みて、本出願は、ARクライアント端末によってアップロードされた
ユーザ情報に基づきピクチャ認識材料を柔軟に選出して、選出された材料をARクライアン
ト端末にプッシュすることができるARサーバ端末を提供するものである。
【００１２】
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　ARサーバ端末は、ARクライアント端末によってアップロードされたユーザ情報を収集す
ることにより、事前設定のピクチャ特徴サンプルのライブラリからユーザ情報に関連した
ピクチャ特徴サンプルを選出し、選出されたピクチャ特徴サンプルに基づき、ユーザ情報
に対応するピクチャ特徴サンプルのサブライブラリを生成して、ARクライアント端末にプ
ッシュし、これにより、ARクライアント端末が、ユーザのオフライン環境における画像走
査中に、走査された画像情報に対して、ピクチャ特徴サンプルのサブライブラリに基づき
画像認識を遂行する。
【００１３】
　全体の解決策では、ARサーバ端末が、ユーザ情報に基づいてピクチャ特徴サンプルのラ
イブラリをスクリーニングするので、ARクライアント端末に対してARサーバ端末によって
プッシュされるピクチャ認識材料の数、およびARクライアント端末が画像認識を遂行する
ときに使用されるピクチャ認識材料の数が、かなり減少され得、したがってARクライアン
ト端末の演算量が低減され、ARクライアント端末の画像認識効率が改善する。
【００１４】
　本出願が、特定の実施形態を使用して、特定の用途のシナリオを参照しながら以下で説
明される。
【００１５】
　図1を参照すると、本出願の一実施形態による、拡張現実に基づく画像認識方法が示さ
れている。この方法はARサーバ端末に適用されるものであり、以下のステップを含む。
【００１６】
　ステップ101:拡張現実クライアント端末によってアップロードされたユーザ情報が収集
される。
【００１７】
　ステップ102:事前設定のピクチャ特徴サンプルのライブラリからユーザ情報に関連した
ピクチャ特徴サンプルが選出される。
【００１８】
　ステップ103:選出されたピクチャ特徴サンプルに基づき、ユーザ情報に対応するピクチ
ャ特徴サンプルのサブライブラリが生成されて、拡張現実クライアント端末にプッシュさ
れ、これにより、ARクライアント端末が、ユーザのオフライン環境における画像走査中に
、走査された画像情報に対して、ピクチャ特徴サンプルのサブライブラリに基づき画像認
識を遂行する。
【００１９】
　ARクライアント端末は、AR技術を基に開発された、またはAR機能を伴って組み込まれた
、クライアント端末ソフトウェアを参照する。たとえば、ARクライアント端末は、ARサー
ビス機能を伴って組み込まれたサードパーティの支払いAPPでよい。ARクライアント端末
は、担持されている画像走査ツールを使用して、ユーザのオフライン環境における実際の
シーンに対する画像走査を遂行して、走査されたオフラインターゲットに関する画像認識
を開始してよい。さらに、ARクライアント端末は、ARクライアント端末のフロントエンド
のARエンジンを使用することにより、認識されたオフラインターゲットに対応する、バッ
クエンドARサーバ端末によってプッシュされたプレゼンテーションデータに対する可視化
レンダリングを遂行する。ARクライアント端末は、実際のシーン(たとえば実際のシーン
の画像)に対して、レンダリングされたプレゼンテーションデータを上に載せて融合させ
、プレゼンテーションデータを、あらかじめ構成されたプレゼンテーション効果に従って
、実際のシーンにおける認識されたオフラインターゲットに対応する位置に、拡張された
やり方で表示する。
【００２０】
　プレゼンテーションデータは、一般に、認識されたオフラインターゲットに関連して提
示される必要がある仮想データを含み得る。プレゼンテーション効果は、一般に、プレゼ
ンテーションデータを実際のシーンにおいて提示するためのプレゼンテーション効果を含
み得る。
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【００２１】
　たとえば、オフラインターゲットがオフライン商店のロゴピクチャである場合には、プ
レゼンテーションデータは、具体的には、たとえば商店の基本情報および割引き情報とい
ったオフライン商店のロゴに関連して提示される必要のあるラベルデータである。プレゼ
ンテーション効果は、たとえば自己定義されたアニメーション効果、動的プレゼンテーシ
ョンテンプレート、プレゼンテーションテキストなど商店のロゴに関連してラベルデータ
が提示されるときに使用される、自己定義された特別なプレゼンテーション効果を特に含
み得る。
【００２２】
　ARサーバ端末は、ARクライアント端末にサービスを提供するサーバ、サーバクラスタ、
またはサーバクラスタに基づき確立されたクラウドサービスプラットフォームを特に含み
得る。たとえば、ARクライアント端末がARサービス機能を組み込まれたサードパーティの
支払いAPPであるとき、ARサーバ端末は、ARサービス機能を組み込まれたサードパーティ
の支払いAPPに対して接続サービスを提供するクラウドサービスプラットフォームでよい
。ARサーバ端末は、バックエンドARエンジンに基づき、ARクライアント端末によって走査
された画像を認識し(もちろん、この画像認識プロセスはARクライアント端末によってフ
ロントエンドのARエンジンを使用して完了されてもよい)、オフラインサービスに関係の
ある仮想データの内容を管理して、画像認識結果に基づき、認識されたオフラインターゲ
ットに関係のある仮想データをARクライアント端末にプッシュしてよい。
【００２３】
　事前設定のピクチャ特徴サンプルのライブラリは、前述のピクチャ認識材料のライブラ
リであり、一般に、オフラインターゲットの多数のサンプル画像から抽出されたピクチャ
特徴サンプルを含む。
【００２４】
　ユーザ情報は、ピクチャ特徴サンプルのライブラリをスクリーニングするためのスクリ
ーニング寸法として使用され得るユーザデータを特に含み得る。
【００２５】
　たとえば、示される実装形態の1つでは、ユーザ情報はユーザの位置を含み得る。その
ような場合には、ARクライアント端末は、ARサーバ端末に対してユーザの位置をリアルタ
イムでアップロードしてよい。ARサーバ端末は、ARクライアント端末によってアップロー
ドされたユーザの位置に基づき、ピクチャ特徴サンプルのライブラリから、ユーザまでの
距離が特定の範囲の内部にあるピクチャ特徴サンプルを選出してよい。
【００２６】
　別の例として、別の示される実装形態では、ユーザデータはさらにユーザの挙動ログで
もよい。そのような場合には、ARサーバ端末は、ARクライアント端末によってアップロー
ドされたユーザの挙動ログを収集し、収集されたユーザの挙動ログに対してビッグデータ
分析を遂行して、ユーザの挙動の選好を判定してよい。次いで、ARサーバ端末は、ユーザ
の位置に基づいて選出されたピクチャ特徴サンプルのライブラリから、ユーザの挙動の選
好を満たすピクチャ特徴サンプルをさらに選出する。
【００２７】
　ピクチャ特徴サンプルのサブライブラリは、ユーザ情報に基づいて前述のピクチャ特徴
サンプルのライブラリから選出されたいくつかのピクチャ特徴サンプルを使用してARサー
バ端末によって生成されたピクチャ特徴サンプルのライブラリを指す。ピクチャ特徴サン
プルのサブライブラリは、ピクチャ特徴サンプルのライブラリのサブセットであり、ユー
ザ情報に対応するものである。
【００２８】
　たとえば、示される実装形態の1つでは、ユーザ情報はユーザの位置および挙動ログを
含み得る。ARサーバ端末は、ユーザの位置に基づき、ピクチャ認識材料のライブラリから
、ユーザの位置までの距離が特定の範囲の内部にあるピクチャ特徴サンプルを予備的に選
出してよい。その一方で、ARサーバ端末は、ユーザの収集された挙動ログに対するビッグ
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データ分析をさらに遂行してユーザの挙動の選好を判定し、判定されたユーザの挙動の選
好に基づき、これらの予備的に選出されたピクチャ特徴サンプルから、ユーザの挙動の選
好を満たすピクチャ特徴サンプルをさらに選出してよい。次いで、ARサーバ端末は、さら
に選出されたピクチャ特徴サンプルを使用して、ピクチャ特徴サンプルのサブライブラリ
を生成する。
【００２９】
　ユーザ情報がユーザの位置および挙動ログを含む例を使用して、本出願の技術的解決策
が、特定の実施形態を参照しながら以下で詳細に説明される。
【００３０】
　ユーザ情報がユーザの位置および挙動ログであるというのは、本明細書における単なる
例である。もちろん、実際の用途では、ユーザ情報は、ピクチャ特徴サンプルのライブラ
リをスクリーニングするためのスクリーニング寸法として使用され得る他のユーザデータ
をさらに含み得る。本出願では、詳細を一つずつ列挙することはない。
【００３１】
　この実施形態では、初期状態において、ARサーバ端末は、担持されているデータ収集シ
ステムを使用することにより、ピクチャサンプルとピクチャサンプルに関連した位置とを
積極的に収集して、ピクチャ認識材料のライブラリを生成し得る。
【００３２】
　オペレータは、ARサーバ端末に担持されているバックエンド管理システムにログインす
ることにより、ピクチャ認識材料のライブラリにおけるピクチャ特徴サンプルについて、
ピクチャ特徴サンプルに対応するオフラインターゲットに関連して提示される必要がある
プレゼンテーションデータを構成してよく、プレゼンテーションデータに関するプレゼン
テーション効果を構成してよい。その上に、オペレータは、ARサーバ端末に担持されてい
るバックエンド管理システムにログインすることにより、構成されたプレゼンテーション
データおよびプレゼンテーション効果をさらに動的に修正して更新し得る。
【００３３】
　ユーザがARクライアント端末を使用するとき、ARクライアント端末はユーザの位置およ
び挙動ログを収集し、次いで、ARサーバ端末に対してそれらをリアルタイムでアップロー
ドし得る。ARサーバ端末は、ARクライアント端末によってアップロードされたユーザの位
置および挙動ログを収集して、ARクライアント端末によってアップロードされたユーザの
情報および挙動ログに基づき、ピクチャ認識材料のライブラリにおけるピクチャ認識材料
をより柔軟に管理し得る。
【００３４】
　一方では、ARサーバ端末は、ARクライアント端末のために、クライアント端末によって
アップロードされた位置に基づき、ユーザの位置までの距離が事前設定の閾値未満である
ピクチャ特徴サンプルを、ピクチャ認識材料のライブラリから予備的に選出してよい。
【００３５】
　他方では、ARサーバ端末は、担持されているクラウドコンピューティングシステムを使
用することにより、収集された挙動ログに対するビッグデータ分析を遂行して、ユーザの
挙動の選好を判定してよい。次いで、ARサーバ端末は、判定された挙動の選好に基づき、
予備的に選出されたピクチャ特徴サンプルからユーザの挙動の選好を満たすピクチャ特徴
サンプルをさらに選出して、ユーザに関するピクチャ特徴サンプルのサブライブラリを生
成し、次いでピクチャ特徴サンプルのサブライブラリをARクライアント端末にプッシュす
る。
【００３６】
　このやり方により、ARサーバ端末によってプッシュされるピクチャ認識材料の数が大幅
に減少し、ARクライアント端末の画像認識中の演算量が減少して、ARクライアント端末の
画像認識効率が改善され得る。
【００３７】
　図2を参照して、図2は、この実施形態によるARサーバ端末の構成図である。
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【００３８】
　図2に示されるように、ARサーバ端末は、具体的にはARピクチャ認識材料に関する分散
型設計ベースの管理プラットフォーム(以下では略して管理プラットフォームと称される)
でよい。管理プラットフォームに担持されている機能ノードは、クラウドサービスインタ
ーフェース、WEBのバックエンド管理ポータル、分散記憶システム、バックエンド管理シ
ステム、データ収集システム、分散型検索システム、クラウドコンピューティングシステ
ム、画像認識システム、ユーザデータ分析システム、材料スクリーニングシステム、コン
テンツプッシュシステムなどを特に含み得る。
【００３９】
　クラウドサービスインターフェースは、ARクライアント端末にサービスを提供するため
に管理プラットフォームによって使用されるサービスインターフェースである。ARクライ
アント端末は、サービスインターフェースにアクセスすることにより、管理プラットフォ
ームからの対応するクラウドサービスを要求してよい。管理プラットフォームは、ARクラ
イアント端末によって要求されたサービスデータを、サービスインターフェースを通じて
ARクライアント端末にさらに返してよい。
【００４０】
　たとえば、クラウドサービスインターフェースは、具体的にはHTTPインターフェースで
よい。ARクライアント端末は、対応するHTTPサービスリクエストを確立し、確立されたHT
TPサービスリクエストを、HTTPインターフェースにアクセスすることによって管理プラッ
トフォームに提出してよい。管理プラットフォームは、HTTPインターフェースに基づき、
ARクライアント端末に対して対応するサービスデータをさらに返してよい。
【００４１】
　WEBのバックエンド管理ポータルは、オペレータが、管理プラットフォームにおいてあ
らかじめ構成されているピクチャ認識材料のライブラリならびに関係のあるプレゼンテー
ションデータおよびプレゼンテーション効果に対する手動の介入または更新のために使用
する管理ポータルである。オペレータは、管理プラットフォームにおけるコンテンツを管
理するための一般的なWEBのやり方で、バックエンド管理システムにログインしてよい(た
とえば、オペレータは、管理プラットフォームのポータルのURLアドレスにアクセスし、
次いで管理アカウントおよびパスワードを入力して、バックエンド管理システムに遠隔で
ログインする)。
【００４２】
　分散記憶システムは、全体の管理プラットフォームのデータの基礎(data basis)であり
、ピクチャ認識材料のライブラリならびにピクチャ認識材料のライブラリにおけるピクチ
ャ特徴サンプルに関してオペレータによってあらかじめ構成されているプレゼンテーショ
ンデータおよびプレゼンテーション効果などのデータを分散して記憶するのに使用される
。分散記憶のやり方はデータの信頼性を保証することができる。したがって、分散記憶シ
ステムは、全体の管理プラットフォームの信頼性の基礎として役立ち得る。
【００４３】
　バックエンド管理システムは、オペレータが管理プラットフォームを直接管理するため
に使用するユーザプラットフォームである。バックエンド管理システムは、オペレータに
、様々な管理動作に対応する可視ユーザインターフェースを提供し得るものである。オペ
レータは、これらの可視ユーザインターフェースにおいて、たとえば、ピクチャ認識材料
として役立つピクチャ特徴サンプルをピクチャ認識材料のライブラリに追加するステップ
、ピクチャ認識材料として役立つピクチャ特徴サンプルをピクチャ認識材料のライブラリ
から削除するステップ、ピクチャ認識材料のライブラリにおけるピクチャ認識材料として
役立つピクチャ特徴サンプルを更新するステップ、ARクライアント端末のために、認識さ
れたオフラインターゲットおよびプレゼンテーション効果に関連して提示される必要があ
るプレゼンテーションデータをあらかじめ構成するステップ、実際の要求に応じて、構成
されたプレゼンテーションデータおよびプレゼンテーション効果を動的に更新するステッ
プ、などの対応する管理動作を遂行してよい。
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【００４４】
　もちろん、実際の用途では、オペレータは、バックエンド管理システムにログインして
管理プラットフォームにおけるコンテンツを管理することに加えて、バックエンド管理シ
ステムを使用することにより管理プラットフォームにおける他のシステムにさらに介入し
てよい。
【００４５】
　たとえば、オペレータは、クラウドコンピューティングシステムのデータ分析論理およ
びパラメータに対する手動の編集や介入が可能であり、ピクチャ認識材料のライブラリに
おける、ピクチャ特徴サンプルに関連して記憶されたユーザ位置に対して、さらなる編集
および調節などが可能である。
【００４６】
　データ収集システムは、インターネットまたは接続されているサードパーティのサーバ
端末から、管理プラットフォームが必要とする「材料(Material)」などのデータを積極的
に収集するのに主として使用される。
【００４７】
　従来の管理プラットフォームでは、ピクチャ認識材料は、一般にオペレータによって手
動で入力されて編集される。したがって、データは不十分である。しかしながら、本出願
では、管理プラットフォームが、データ収集システムを担持することにより、インターネ
ットまたは接続されているサードパーティのサーバ端末からピクチャ認識材料を積極的に
収集して、管理プラットフォームの分散記憶システムに記憶し得る。
【００４８】
　その上に、データ収集システムは、ピクチャ認識材料を積極的に収集することに加えて
、さらに、クラウドコンピューティングプラットホームによって遂行される後続のビッグ
データ分析を容易にするために、ARクライアント端末によってアップロードされたユーザ
の挙動ログを積極的に収集してよい。
【００４９】
　分散型検索システムは、主として、分散記憶システムに記憶されたデータを検索して照
会するために使用される。管理プラットフォームは、多数のピクチャ認識材料と、ピクチ
ャ認識材料に関連する位置、プレゼンテーションデータ、およびプレゼンテーション効果
などのデータとを管理する必要がある。したがって、管理プラットフォームは、データの
検索および照会の容易さのために、分散記憶システムに接続された分散型検索システムを
担持し得る。管理プラットフォームにおける管理が必要なデータは、分散型検索システム
を使用することにより検索されて照会され、したがってデータ管理の柔軟性および安定性
が保証される。
【００５０】
　クラウドコンピューティングシステムは、管理プラットフォームにおけるすべてのデー
タ演算を引き受けるように使用される。実際の用途では、クラウドコンピューティングシ
ステムは、管理プラットフォームにおける分散記憶システム、ユーザデータ分析システム
、材料スクリーニングシステム、および画像認識システムに対して別個に接続されて、分
散記憶システム、ユーザデータ分析システム、材料スクリーニングシステム、および画像
認識システムのすべてのデータ演算を引き受けることができ、したがって管理プラットフ
ォームのデータ処理効率を改善する。
【００５１】
　クラウドコンピューティングシステムに担持されているデータ分析論理は、バックエン
ド管理システムを使用することによりオペレータによって手動で設定されてよく、本出願
では特に限定されない。
【００５２】
　画像認識システムは、ARクライアント端末にクラウド画像認識サービスを提供するよう
に使用される。画像認識システムはクラウドコンピューティングプラットホームに接続さ
れてよく、クラウドコンピューティングプラットホームを使用することにより、ARクライ
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アント端末によってアップロードされた画像データからピクチャ特徴を抽出し、抽出され
たピクチャ特徴とピクチャ認識材料のライブラリにおけるピクチャ特徴サンプルの間の類
似度を一つずつ計算して、画像データに関する画像認識を完了する。
【００５３】
　ユーザデータ分析システムは、収集システムによって収集されたユーザの挙動ログに対
するビッグデータ分析を遂行するように使用される。画像認識システムはクラウドコンピ
ューティングプラットホームに接続されてよく、クラウドコンピューティングプラットホ
ームに担持されているビッグデータ分析アルゴリズムを使用して、収集システムによって
収集されたユーザの挙動ログに対してビッグデータ分析を遂行することにより、ユーザの
挙動の選好を取得し得る。
【００５４】
　クラウドコンピューティングプラットフォームに担持されているビッグデータ分析アル
ゴリズムは、バックエンド管理システムを使用することによりオペレータによって手動で
設定されてもよく、本出願では特に限定されない。
【００５５】
　材料スクリーニングシステムは、分散記憶システムに記憶されたピクチャ認識材料のラ
イブラリから、ARクライアント端末によってアップロードされた、ユーザ情報に関連した
ピクチャ特徴サンプルを選出するのに使用される。材料スクリーニングシステムはクラウ
ドコンピューティングプラットホームに接続されてよい。材料スクリーニングシステムは
、クラウドコンピューティングプラットホームを使用することにより、ピクチャ認識材料
のライブラリにおけるピクチャ特徴サンプルに関連した位置とユーザの位置の間の距離を
別個に計算して、前述のピクチャ特徴サンプルのライブラリから、ユーザの位置までの距
離が事前設定の閾値未満であるいくつかのピクチャ特徴サンプルを予備的に選出する。
【００５６】
　材料スクリーニングシステムは、クラウドコンピューティングプラットホームを使用す
ることにより、ユーザの収集された挙動ログに対するビッグデータ分析が遂行された後に
、ユーザの挙動の選好を判定して、これらの予備的に選出されたピクチャ特徴サンプルか
らユーザの挙動の選好を満たすピクチャ特徴サンプルをさらに選出し、次いで、さらに選
出されたピクチャ特徴サンプルに基づき、ピクチャ特徴サンプルのサブライブラリを生成
する。
【００５７】
　コンテンツプッシュシステムは、選出されたピクチャ特徴サンプルに基づき材料スクリ
ーニングシステムによって生成されたピクチャ特徴サンプルのサブライブラリを、ARクラ
イアント端末にプッシュするのに使用される。
【００５８】
　ARクライアント端末がピクチャ特徴サンプルのサブライブラリにおける何らかのピクチ
ャ特徴サンプルに対応するオフラインターゲットを成功裡に認識したとき、コンテンツプ
ッシュシステムは、分散記憶システムにおいてピクチャ特徴サンプルに関連づけて記憶さ
れるプレゼンテーションデータおよびプレゼンテーション効果をARクライアント端末にプ
ッシュする。ARクライアント端末は、ARシーンにおいて認識されたオフラインターゲット
に対応する位置に、プレゼンテーションデータを、プレゼンテーション効果に基づいて拡
張されたやり方で表示する。
【００５９】
　本出願の技術的解決策が、ピクチャ特徴サンプルのライブラリの生成、ピクチャ特徴サ
ンプルのスクリーニング、および画像認識といった3つのステージを参照して、例として
、図2に示された前述の機能ノードを使用しながら以下で詳細に説明される。
【００６０】
　図2に示されたARサーバ端末のアーキテクチャは単なる例示であり、本出願を限定する
ように意図されたものではないことに留意されたい。もちろん、当業者なら、実際の用途
では、図2に示された機能ノードを、実際の要件(たとえば複数の機能ノードを1つの機能
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ノードへと結合する)に従って機能的に組み込み得、または、図2に示された機能ノードを
機能的にさらに細分し得る(たとえばいずれかの機能ノードを複数の機能ノードに細分し
得る)。本出願では詳細を列挙することはない。
【００６１】
　1)　ピクチャ特徴サンプルのライブラリの生成
　この実施形態では、オペレータは、バックエンド管理システムにログインすることによ
り、ピクチャ認識材料のライブラリに対して、対応するピクチャ特徴サンプルおよび関連
する位置を手動で追加し得る。このやり方に加えて、管理プラットフォームは、担持され
ているデータ収集システムを使用して、積極的に、ピクチャサンプルおよびピクチャサン
プルに関連した位置をさらに収集し得る。
【００６２】
　示された一実装形態では、データ収集システムは、インターネット上の多くのオンライ
ンサービスデータから、ピクチャサンプルおよびピクチャサンプルに関連した位置を、イ
ンターネットクローラなどのやり方で積極的に収集し得る。
【００６３】
　別の示された実装形態では、データ収集システムは、多くのオンラインサービスデータ
からピクチャサンプルを積極的に収集することに加えて、さらに、ピクチャサンプルおよ
び位置を記憶している接続されたサードパーティのサーバ端末から、ピクチャサンプルお
よびピクチャサンプルに関連した位置を直接収集し得る。たとえば、管理プラットフォー
ムは、接続された提携先のサービスプラットフォームに記憶されているピクチャサンプル
およびピクチャサンプルに関連した位置をインポートし得る。
【００６４】
　実際の用途では、管理プラットフォームは、上記で示された、ピクチャサンプルを収集
する2つのやり方のいずれかを使用してよく、またはこれらを有機的に組み合わせ得るこ
とに留意されたい。これは、本出願では特に限定されない。
【００６５】
　この実施形態では、収集されたピクチャサンプルおよび関連する位置は、すべて分散記
憶システムに記憶され得る。クラウドコンピューティングシステムは、担持されているピ
クチャ特徴抽出アルゴリズムを使用して、分散記憶システムに記憶されているピクチャサ
ンプルからピクチャ特徴を抽出し、次いで、抽出されたピクチャ特徴およびピクチャサン
プルに関連した位置に基づいて、分散記憶システムに、ピクチャ認識材料のライブラリを
生成してよい。この場合、生成されたピクチャ認識材料のライブラリに記憶される情報は
、ピクチャサンプルおよびピクチャサンプルに関連した位置に対応する抽出されたピクチ
ャ特徴を含む。
【００６６】
　オペレータは、ピクチャ認識材料のライブラリが生成された後に、WEBブラウザを使用
して管理プラットフォームのポータルURLアドレスにアクセスし、次いで、管理プラット
フォームのコンテンツを管理するために、管理アカウントおよびパスワードを入力して、
バックエンド管理システムに遠隔でログインし得る。
【００６７】
　オペレータは、バックエンド管理システムに対して成功裡にログインしたとき、バック
エンド管理システムによって提供された可視ユーザインターフェースにおいて、ピクチャ
認識材料のライブラリにおけるそれぞれのピクチャ特徴サンプルについて対応する管理動
作を遂行して、ピクチャ特徴サンプルに対応するオフラインターゲットに関連して提示さ
れる必要のあるプレゼンテーションデータを構成し、プレゼンテーションデータに関する
プレゼンテーション効果を構成してよい。
【００６８】
　バックエンド管理システムは、オペレータが構成したプレゼンテーションデータおよび
プレゼンテーション効果を取得して、検索を容易にするために、ピクチャ認識材料のライ
ブラリにおける対応するピクチャ特徴サンプルに関連づけて記憶する。
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【００６９】
　加えて、オペレータは、バックエンド管理システムによって提供された可視ユーザイン
ターフェースにおいて、構成されたプレゼンテーションデータおよびプレゼンテーション
効果に対して対応する更新操作をさらに遂行して、これらを動的に更新してよい。バック
エンド管理システムは、オペレータの更新操作に応答して、分散型検索システムを使用す
ることにより、ピクチャ認識材料のライブラリに、対応するピクチャ特徴サンプルを照会
して、オペレータによって再構成されたプレゼンテーションデータおよびプレゼンテーシ
ョン効果に基づき、ピクチャ特徴サンプルに関連づけて記憶されている元のプレゼンテー
ションデータおよびプレゼンテーション効果を更新してよい。
【００７０】
　このように、オペレータは、バックエンド管理システムにログインすることにより、い
つでも、ピクチャ認識材料のライブラリにおけるピクチャ特徴サンプルに関連づけて記憶
されているプレゼンテーションデータおよびプレゼンテーション効果を、実際の要件に従
って動的に更新し得、したがって、プレゼンテーションデータおよびプレゼンテーション
効果の管理の柔軟性が改善する。
【００７１】
　2)　ピクチャ特徴サンプルのスクリーニング
　この実施形態では、ユーザがARクライアント端末を使用するとき、ARクライアント端末
はユーザの位置および挙動ログを収集し、次いで、クラウドサービスインターフェースに
アクセスして、収集されたユーザの位置および挙動ログを管理プラットフォームにリアル
タイムでアップロードし得る。管理プラットフォームは、担持されているデータ収集シス
テムを使用することにより、ARクライアント端末によってアップロードされたユーザの位
置および挙動ログを収集して、ARクライアント端末によってアップロードされたユーザの
情報および挙動ログに基づき、ピクチャ認識材料のライブラリにおけるピクチャ認識材料
をより柔軟に管理し得る。
【００７２】
　一方では、材料スクリーニングシステムはクラウドコンピューティングシステムに接続
されてよく、クラウドコンピューティングシステムがすべてのデータスクリーニング演算
を引き受ける。クラウドコンピューティングシステムは、ARクライアント端末によってア
ップロードされたユーザの位置とピクチャ認識材料のライブラリにおけるピクチャ特徴サ
ンプルに関連した位置の間の距離を、リアルタイムで計算し得る。クラウドコンピューテ
ィングシステムが演算を完了した後に、材料スクリーニングシステムは、ユーザの位置ま
での距離が事前設定の閾値未満であるピクチャ特徴サンプルを予備的に選出してよい。こ
の場合、ピクチャ認識材料のライブラリに対する予備スクリーニングは完了している。
【００７３】
　たとえば、ピクチャ認識材料のライブラリが多数のオフライン商店のロゴから抽出され
たピクチャ特徴サンプルを記憶しており、ユーザがARクライアント端末を使用してオフラ
イン商店において毎日走査を遂行する用途のシナリオが、一例として使用される。ユーザ
がARクライアント端末を使用してオフライン商店のロゴを走査する前に、ARクライアント
端末は、管理プラットフォームにユーザの位置をリアルタイムでアップロードしてよい。
管理プラットフォームは、ユーザの位置に基づき、ピクチャ認識材料のライブラリからユ
ーザの近くの特定の範囲内の小売商のロゴピクチャを選出して、ユーザに関するピクチャ
特徴サンプルのサブライブラリを生成してよく、したがって、ARクライアント端末にプッ
シュする必要のあるロゴピクチャの数が減少する。
【００７４】
　他方では、ユーザデータ分析システムはクラウドコンピューティングシステムに接続さ
れてもよい。クラウドコンピューティングシステムはすべてのデータ分析演算を引き受け
る。クラウドコンピューティングシステムは、担持されているビッグデータ分析アルゴリ
ズムに基づき、データ収集システムによって収集されたユーザの挙動ログに対するビッグ
データ分析を遂行して、ユーザの挙動の選好を判定し得る。
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【００７５】
　挙動の選好は、具体的には、ユーザによるARクライアント端末の日々の使用中に形成さ
れた特定の使用法の習慣または使用法のルールを指す。
【００７６】
　たとえば、ピクチャ認識材料のライブラリが多数のオフライン商店のロゴから抽出され
たピクチャ特徴サンプルを記憶しており、ユーザがARクライアント端末を使用してオフラ
イン商店において毎日走査を遂行する前述の用途のシナリオが、引き続き一例として使用
される。ARクライアント端末は、ユーザがオフライン商店を走査するごとに生成された関
係のある挙動データをローカルに記録し、対応するログファイルを生成して、すべてのロ
グファイルを管理プラットフォームにアップロードしてよい。管理プラットフォームは、
クラウドコンピューティングプラットホームを使用することにより、収集されたログファ
イルに対するビッグデータ分析を遂行して、オフライン商店に関するユーザの選好をさら
に分析し得る。たとえば、分析したとき、ユーザが、日常生活において、クーポンを提供
するオフライン商店や低価格商品を売るオフライン商店を好むことが分かる。
【００７７】
　管理プラットフォームが挙動ログに対するビッグデータ分析を用いてユーザの挙動の選
好を判定した後に、材料スクリーニングシステムは、予備的に選出されたピクチャ特徴サ
ンプルの数をさらに減少して、プッシュされるピクチャ認識材料の数を減少するために、
予備的に選出されたピクチャ特徴サンプルから、ユーザの挙動の選好を満たすピクチャ特
徴サンプルをさらに選出してよい。
【００７８】
　たとえば、ピクチャ認識材料のライブラリが多数のオフライン商店のロゴから抽出され
たピクチャ特徴サンプルを記憶しており、ユーザがARクライアント端末を使用してオフラ
イン商店において毎日走査を遂行する前述の用途のシナリオが、引き続き一例として使用
される。分析により、管理プラットフォームが、ユーザの日々の挙動の選好が「クーポン
を提供するオフライン商店」および「低価格商品を売るオフライン商店」であると学習し
ていると想定して、材料スクリーニングシステムは、これらの予備的に選出されたピクチ
ャ特徴サンプルに対応するオフライン商店の関連情報にアクセスすることにより、ユーザ
にクーポンを提供することができるオフライン商店および低価格商品を売るオフライン商
店をさらに探索してよい。次いで、材料スクリーニングシステムは、これらのオフライン
商店に対応するピクチャ特徴サンプルをさらに選出する。
【００７９】
　これらの予備的に選出されたピクチャ特徴サンプルからユーザの挙動の選好を満たすピ
クチャ特徴サンプルを選出したとき、管理プラットフォームは、これらの最後に選出され
たピクチャ特徴サンプルに基づき、ユーザに関するピクチャ特徴サンプルのサブライブラ
リを生成し得る。次いで、管理プラットフォームは、生成されたピクチャ特徴サンプルの
サブライブラリを、コンテンツプッシュシステムを使用してARクライアント端末にプッシ
ュする。
【００８０】
　材料スクリーニングシステムは、ピクチャ認識材料のライブラリにおけるピクチャ特徴
サンプルをスクリーニングするとき、ユーザの位置に基づく予備的スクリーニングを遂行
し、次いで、分析を通じて取得されたユーザ選好に基づくさらなるスクリーニングを遂行
することに留意されたい。しかしながら、実際の用途では、材料スクリーニングシステム
は、分析を通じて取得されたユーザ選好に基づくさらなるスクリーニングを遂行すること
なく、予備的スクリーニングの結果に基づき、ユーザに関するピクチャ特徴サンプルのサ
ブライブラリを直接生成してもよい。本出願では詳細を説明することはない。
【００８１】
　3)　画像認識
　この実施形態では、ARクライアント端末は、管理プラットフォームによってプッシュさ
れたピクチャ特徴サンプルのサブライブラリを受け取ったとき、ピクチャ特徴サンプルの
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サブライブラリをローカルにロードしてよい。ユーザがオフライン環境において画像を走
査するためにARクライアント端末を使用するとき、ARクライアント端末は、フロントエン
ドのARエンジンに担持されている画像認識アルゴリズムに基づき、走査された画像情報か
らピクチャ特徴を抽出し、次いで、ピクチャ特徴とピクチャ特徴サンプルのサブライブラ
リにおけるピクチャ特徴サンプルの間の類似性の照合を一つずつ遂行して、走査された画
像情報に対する画像認識を完了し得る。この実施形態では、画像認識における特定の演算
プロセスが詳細に説明されることはない。当業者なら、本出願に記録された技術的解決策
を実行するとき、従来の技術における記録を参照し得る。
【００８２】
　この場合、管理プラットフォームによってプッシュされたピクチャ特徴サンプルのサブ
ライブラリにおけるピクチャ特徴サンプルは、ユーザの位置および挙動の選好に基づいて
洗練されたやり方で選出される。したがって、ARクライアント端末は、ユーザのオフライ
ン環境から走査された画像データに対して画像認識を遂行するとき、管理プラットフォー
ムにおいて生成されたピクチャ認識材料のライブラリにおけるすべてのピクチャ認識材料
を連続的にあちこち移動する必要がなく、したがってARクライアント端末の画像認識効率
が大幅に改善される。
【００８３】
　もちろん、ARクライアント端末は、走査された画像情報に対してローカルで画像認識を
遂行することに加えて、クラウドサーバ端末インターフェースにアクセスすることにより
、走査された画像情報を管理プラットフォームにリアルタイムでさらにアップロードし得
る。管理プラットフォームに担持されている画像認識システムは、ユーザのために選出さ
れて生成されたピクチャ特徴サンプルのサブライブラリに基づき、走査された画像情報に
対する画像認識を完了する。
【００８４】
　この実施形態では、ピクチャ特徴サンプルのサブライブラリにおける何らかのピクチャ
特徴サンプルに対応するオフラインターゲットが、上記に示された画像認識プロセスによ
って、走査された画像情報から最終的に認識されたとき、分散型検索システムは、分散記
憶システムに、ピクチャ特徴サンプルに関連して記憶されているプレゼンテーションデー
タおよびプレゼンテーション効果を照会し、次いで、見つかったプレゼンテーションデー
タおよびプレゼンテーション効果を、コンテンツプッシュシステムを使用してARクライア
ント端末にプッシュし得る。
【００８５】
　ARクライアント端末は、プッシュされたプレゼンテーションデータおよびプレゼンテー
ション効果を受け取った後、ARシーンにおいて認識されたオフラインターゲットに対応す
る位置に、プレゼンテーションデータを、プレゼンテーション効果に基づいて拡張された
やり方で表示してよい。
【００８６】
　実際の用途では、ピクチャ特徴サンプルのサブライブラリにおけるピクチャ特徴サンプ
ルに関連して記憶されているプレゼンテーションデータおよびプレゼンテーション効果も
、コンテンツプッシュシステムが生成されたピクチャ特徴サンプルのサブライブラリをプ
ッシュしている間に、コンテンツプッシュシステムによってARクライアント端末にプッシ
ュされ得ることに留意されたい。すなわち、オペレータによって構成されたプレゼンテー
ションデータおよびプレゼンテーション効果は、生成されたピクチャ特徴サンプルのサブ
ライブラリとともにARクライアント端末にプッシュされてよく、または画像認識が完成し
た後に別個にプッシュされてもよい。これは、本出願では特に限定されない。
【００８７】
　前述の実施形態から、本出願は、ARクライアント端末によってアップロードされたユー
ザ情報に基づきARクライアント端末のためのピクチャ認識材料を柔軟に選出して、選出さ
れた材料をARクライアント端末にプッシュすることができるARサーバ端末を提供すること
が知られ得る。
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【００８８】
　ARサーバ端末は、ARクライアント端末によってアップロードされたユーザ情報を収集し
、事前設定のピクチャ特徴サンプルのライブラリからユーザ情報に関連したピクチャ特徴
サンプルを選出して、選出されたピクチャ特徴サンプルに基づき、ユーザ情報に対応する
ピクチャ特徴サンプルのサブライブラリを生成することができる。次いで、ARサーバ端末
は、ピクチャ特徴サンプルのサブライブラリをARクライアント端末にプッシュし、これに
より、ARクライアント端末が、ユーザのオフライン環境における画像走査中に、ピクチャ
特徴サンプルのサブライブラリに基づき、走査された画像情報に対して画像認識を遂行す
る。
【００８９】
　全体の解決策では、ARサーバ端末がユーザ情報に基づいてピクチャ特徴サンプルのライ
ブラリをスクリーニングするため、ARクライアント端末に対してARサーバ端末によってプ
ッシュされるピクチャ認識材料の数、およびARクライアント端末が画像認識を遂行すると
きに使用されるピクチャ認識材料の数が、かなり減少され得、したがってARクライアント
端末の演算量が低減され、ARクライアント端末の画像認識効率が改善する。
【００９０】
　本出願は、前述の方法の実施形態に対応する装置の実施形態をさらに提供するものであ
る。
【００９１】
　図3を参照して、本出願は拡張現実に基づく画像認識装置30を提供するものであり、こ
の装置はARサーバ端末に適用される。図4を参照して、拡張現実に基づく画像認識装置30
を担持するARサーバ端末に包含されているハードウェアアーキテクチャは、一般に、CPU
、記憶装置、不揮発性記憶デバイス、ネットワークインターフェース、内部バスなどを含
む。一例としてソフトウェアの実装形態を使用して、拡張現実に基づく画像認識装置30は
、一般に、記憶装置にロードされたコンピュータプログラムをCPUが実行した後に形成さ
れる、ソフトウェアとハードウェア組み合わせた論理装置と解釈されてよい。装置30は、
　拡張現実クライアント端末によってアップロードされたユーザ情報を収集するように構
成された収集モジュール301と、
　事前設定のピクチャ特徴サンプルのライブラリからユーザ情報に関連したピクチャ特徴
サンプルを選出するように構成されたスクリーニングモジュール302と、
　選出されたピクチャ特徴サンプルに基づきユーザ情報に対応するピクチャ特徴サンプル
のサブライブラリを生成して、拡張現実クライアント端末にプッシュし、これにより、拡
張現実クライアント端末が、ユーザのオフライン環境における画像走査中に、走査された
画像情報に対して、ピクチャ特徴サンプルのサブライブラリに基づき画像認識を遂行する
ように構成されたプッシュモジュール303とを含む。
【００９２】
　この実施形態では、ユーザ情報はユーザの位置を含み、
　装置30は、
　接続されているサードパーティのサーバ端末に記憶されたピクチャサンプルおよびピク
チャサンプルに関連した位置を収集し、かつ/または、事前設定のデータ収集アルゴリズ
ムに基づきオンラインサービスデータからピクチャサンプルおよびピクチャサンプルに関
連した位置を収集するように構成された収集モジュール304(図3には示されていない)と、
　収集されたピクチャサンプルからピクチャ特徴サンプルを抽出して、抽出されたピクチ
ャ特徴サンプルおよびピクチャサンプルに関連した位置に基づきピクチャ特徴サンプルの
ライブラリをローカルで生成するように構成された生成モジュール305(図3には示されて
いない)とをさらに含む。
【００９３】
　この実施形態では、装置は、
　オペレータによってピクチャ特徴サンプルのライブラリにおけるピクチャ特徴サンプル
のために構成されたプレゼンテーションデータおよびプレゼンテーションデータのために
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構成されたプレゼンテーション効果を取得するように構成された収集モジュール306(図3
には示されていない)と、
　取得されたプレゼンテーションデータおよびプレゼンテーション効果をピクチャ特徴サ
ンプルのライブラリにおけるピクチャ特徴サンプルに関連づけて記憶し、オペレータの更
新操作に応答してプレゼンテーションデータおよびプレゼンテーション効果を動的に更新
するように構成された記憶モジュール307(図3には示されていない)とをさらに含む。
【００９４】
　この実施形態では、装置30には、
　拡張現実クライアント端末がアップロードした、走査された画像情報を受け取り、生成
されたピクチャ特徴サンプルのサブライブラリに基づき、画像情報に対して画像認識を遂
行するように構成された認識モジュール308(図3には示されていない)がさらに含まれる。
【００９５】
　この実施形態では、プッシュモジュール303は、画像情報から、ピクチャ特徴サンプル
のサブライブラリにおけるいずれかのピクチャ特徴サンプルに対応するオフラインターゲ
ットが認識されたとき、ピクチャ特徴サンプルに関連したプレゼンテーションデータおよ
びプレゼンテーションデータに関連したプレゼンテーション効果を拡張現実クライアント
端末にプッシュし、これにより、拡張現実クライアント端末が、拡張現実シーンにおける
オフラインターゲットに対応する位置に、プレゼンテーションデータを、プレゼンテーシ
ョン効果に基づいて拡張されたやり方で表示するようにさらに構成されている。
【００９６】
　この実施形態では、スクリーニングモジュール302は、
　拡張現実クライアント端末によってアップロードされたユーザの位置と、ピクチャ特徴
サンプルのライブラリにおけるピクチャ特徴サンプルに関連した位置の間の距離を計算し
て、
　ピクチャ特徴サンプルのライブラリから、事前設定の閾値未満の距離を有するピクチャ
特徴サンプルを選出するように構成されている。
【００９７】
　この実施形態では、ユーザ情報はユーザの挙動ログをさらに含み、
　スクリーニングモジュール302は、
　収集されたユーザの挙動ログに対するビッグデータ分析を遂行してユーザの挙動の選好
を判定し、
　事前設定の閾値未満の距離を有するピクチャ特徴サンプルからユーザの挙動の選好を満
たすピクチャ特徴サンプルをさらに選出するようにさらに構成されている。
【００９８】
　装置の実施形態は、基本的に方法の実施形態に対応するものである。したがって、関係
のある部分については、方法の実施形態の説明が参照されてよい。説明された装置の実施
形態は単なる例示であり、個別の部分として説明されたユニットは、物理的に分離してい
ても分離していなくてもよい。ユニットとして表示された部分は、物理装置であってもな
くてもよく、すなわち、その部分は1個所に配置されてよく、または複数のネットワーク
ユニット上に分散してもよい。本出願の解決策の目的を実施するために、いくつかまたは
すべてのモジュールが、実際の要件に応じて選択され得る。当業者なら、創造的な努力を
しなくても、本出願を理解しかつ実施し得る。
【００９９】
　前述の実施形態において示された装置、モジュール、またはユニットは、コンピュータ
チップもしくはコンピュータエンティティ、または特定の機能を有する製品によって実施
され得るものである。一般的な実装デバイスはコンピュータである。コンピュータの特定
の形態は、パソコン、ラップトップコンピュータ、携帯電話、カメラ付き携帯電話、スマ
ートフォン、携帯情報端末、メディアプレーヤ、ナビゲーションデバイス、電子メール送
受デバイス、ゲーム機、タブレットコンピュータ、ウェアラブルデバイス、またはこれら
のデバイスのうちのいくつかの組合せでよい。
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【０１００】
　当業者なら、本明細書を検討して、本明細書で開示された本発明を実施した後には、本
出願の他の実装形態の解決策を容易に思いつくことができる。本出願は、本出願のあらゆ
る変形形態、用法、または改造を対象として含むように意図されている。これらの変形形
態、用法、または改造は、本出願の一般的原理に従うものであり、本出願には開示されて
いない、当技術分野における周知の事実または従来の技術手段を含む。明細書および実施
形態は単なる例示と見なされ、本出願の実際の範囲および精神は以下の特許請求の範囲に
よって指示される。
【０１０１】
　本出願は、上記で説明されて添付図面に示されたものと少しも違わない構造に限定され
るものではなく、本出願の範囲から逸脱することなく様々な修正形態および変更形態が作
製され得ることを理解されたい。本出願の範囲は、添付の特許請求の範囲によってのみ限
定される。
【０１０２】
　上記で説明されたことは本出願の望ましい実施形態でしかなく、本出願を制限するよう
には意図されてはいない。本出願の精神および原理の範囲内でなされる、いかなる変更、
等価な置換または改善も、本出願の保護範囲内に入るものとする。
【符号の説明】
【０１０３】
　　30　画像認識装置、不揮発性記憶デバイス
　　301　収集モジュール
　　302　スクリーニングモジュール
　　303　プッシュモジュール
　　304　収集モジュール
　　305　生成モジュール
　　306　収集モジュール
　　307　更新モジュール
　　308　認識モジュール
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